
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
登
録
型
派
遣
の
在
り
方
、
製
造
業
務
派
遣
の
在
り
方
及
び
特
定
労
働
者
派
遣
事
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
本
法
の
施
行

後
一
年
を
目
途
と
し
て
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
雇
用
状
況
、
デ
フ
レ
・
円
高
等
の
産
業
に
与
え
る
影
響
及
び
派
遣
労
働

者
の
就
労
機
会
の
確
保
等
も
勘
案
し
て
論
点
を
整
理
し
、
労
働
政
策
審
議
会
で
の
議
論
を
開
始
す
る
こ
と
。

二
、
い
わ
ゆ
る
専
門
二
十
六
業
務
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
派
遣
期
間
の
取
扱
い
が
大
き
く
変
わ
る
現
行
制
度
に
つ
い

て
、
派
遣
労
働
者
や
派
遣
元
・
派
遣
先
事
業
主
に
分
か
り
や
す
い
制
度
と
な
る
よ
う
、
速
や
か
に
見
直
し
の
検
討
を
開
始

す
る
こ
と
。
検
討
の
結
論
が
出
る
ま
で
の
間
、
期
間
制
限
違
反
の
指
導
監
督
に
つ
い
て
は
、
労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
制

度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
等
も
踏
ま
え
、
丁
寧
・
適
切
に
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
の
み
実
施
す
る
よ
う
徹
底
す
る
こ
と
。

ま
た
、
労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
主
及
び
労
働
者
に
対
し
、
期
間
制
限
違
反
に
該
当



す
る
か
ど
う
か
等
の
助
言
を
丁
寧
に
行
う
こ
と
。

三
、
い
わ
ゆ
る
偽
装
請
負
の
指
導
監
督
に
つ
い
て
は
、
労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
制
度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
等
も
踏
ま
え
、
丁

寧
・
適
切
に
実
施
す
る
よ
う
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
規
定
が
適
用
さ
れ
る
「
偽
装
す
る
意
図

を
持
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
」
を
、
具
体
的
に
明
確
化
す
る
こ
と
。
併
せ
て
、
事
業
主
及
び
労
働
者
に
対
し
、
偽
装
請
負
に
該

当
す
る
か
ど
う
か
の
助
言
を
丁
寧
に
行
う
と
と
も
に
、
労
働
者
派
遣
と
請
負
の
区
分
基
準
を
更
に
明
確
化
す
る
こ
と
。

四
、
労
働
契
約
申
込
み
み
な
し
制
度
の
創
設
に
当
た
り
、
派
遣
労
働
者
の
就
業
機
会
が
縮
小
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
周
知
と

意
見
聴
取
を
徹
底
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

五
、
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
労
働
・
社
会
保
険
適
用
を
一
層
促
進
す
る
た
め
、
現
行
の
派
遣
元
指
針
及
び
派
遣
先
指
針
に
記
載

さ
れ
て
い
る
労
働
・
社
会
保
険
適
用
の
促
進
策
の
法
定
化
を
含
む
抜
本
強
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

六
、
優
良
な
派
遣
元
事
業
主
が
育
成
さ
れ
る
よ
う
、
法
令
遵
守
の
一
層
の
徹
底
、
派
遣
労
働
者
の
労
働
条
件
の
改
善
等
、
労
働

者
派
遣
事
業
適
正
運
営
協
力
員
制
度
の
活
用
も
含
め
た
適
切
な
指
導
、
助
言
等
を
行
う
こ
と
。

七
、
派
遣
労
働
者
の
職
業
能
力
の
開
発
を
図
る
た
め
、
派
遣
元
事
業
主
は
派
遣
労
働
者
に
対
し
教
育
訓
練
の
機
会
を
確
保
し
、

労
働
者
派
遣
業
界
が
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
等
に
必
要
な
職
業
能
力
開
発
に
取
り
組
む
恒
久
的
な
仕
組
み
を
検
討
す



る
こ
と
。

八
、
本
法
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
派
遣
労
働
者
、
派
遣
元
・
派
遣
先
事
業
主
等
に
対
し
、
日
雇
派
遣
の
原
則
禁

止
、
派
遣
労
働
者
の
無
期
雇
用
へ
の
転
換
推
進
、
均
衡
待
遇
の
確
保

「
マ
ー
ジ
ン
率
」
の
情
報
公
開
な
ど
今
回
の
改
正
内

、

容
に
つ
い
て
、
十
分
な
広
報
・
情
報
提
供
を
行
い
、
周
知
徹
底
す
る
よ
う
万
全
を
期
す
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


